
「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく施策の早期具現化等を

求める意見書

福島第一原発事故から２年が経過する中で、本県においても、原発事故から避

難してきた多数の方々が、住居、教育、就業等といった様々な困難を抱えながら

の生活を余儀なくされている。

平成２４年６月２１日に、原発事故の被災者への幅広い支援を行うことを目的

とした「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活

を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」（以

下「原発事故子ども・被災者支援法」という。）が可決・成立した。

この法律では、原発事故に係る放射線による被ばくに起因した医療費の減免や、

住宅の確保、就業、子どもの就学に対する支援、食の安全・安心の確保といった

幅広い支援策が、国の責務において実施されることが定められている。

その一方で、この「原発事故子ども・被災者支援法」では、被災者生活支援等

の推進に関する重要事項などは、政府の定める「基本方針」によるものとされて

いるが、現在においてもその「基本方針」の策定の目途は立っていない。

よって、国においては、下記の事項について早急に実施されるよう強く要請す

る。

記

１ 「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく「基本方針」を速やかに策定し、

各種の具体的施策の早期実施のため、必要な予算措置を講じること。

２ 地方自治体が行う関連施策に対しても国が支援を行うこと。

３ 「基本方針」の策定と施策の具体化にあたっては、被災者の意見を十分に反
映した措置を速やかに講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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